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１. 道路に面する地域における騒音に係る環境基準

基 準 値

地域の区分 夜 間昼 間

５５デシベル以下６０デシベル以下
Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する
道路に面する地域

６０デシベル以下６５デシベル以下
Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する
道路に面する地域及びＣ地域のうち車線
を有する道路に面する地域

（注）
１．時間の区分は、昼間を午前６時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前６時までの間とする。
２．Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
３．Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
４．Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
５．車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。



１. 道路に面する地域における騒音に係る環境基準（続き）

道路に面する地域における幹線交通を担う道路に近接する空間につい
ては、上表にかかわらず、次表のとおりとする。

（注）
１．「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
（１） 道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあって
は４車線以上の区間に限る。）。

（２）前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第一号に定
める自動車専用道路。

２．「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲
を特定するものとする。
（１）２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
（２）２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

基 準 値

夜 間昼 間

65デシベル以下70デシベル以下

１. 道路に面する地域における騒音に係る環境基準（続き）

令和５年度の道路に面する
地域における環境基準の達
成状況は、95.0%

道路に面する地域における
環境基準の達成状況の評価
は、緩やかに改善しつつある
が、引き続き対策が必要



２. 自動車騒音に係る苦情の状況の推移



 
 

 

３．諮問（平成１７年６月） 



  
 

４．「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」（第四次答

申）において示された今後の検討課題について 

 

○令和 4年 6月 23 日 中央環境審議会騒音振動部会「今後の自動車単体騒音低減対策のあ

り方について」（第四次答申）（抄） 

 

３．今後の検討課題 

 自動車単体騒音専門委員会第四次報告に掲げられた以下の今後の検討課題については、

引き続き同専門委員会で検討すべきである。また、国は、同報告に掲げられた総合的な自

動車単体騒音等関連の諸施策の推進に努めるべきである。 

 

３．１ 四輪車走行騒音規制の見直し 

 次期加速走行騒音許容限度目標値の適用による走行時の騒音の実態の変化や四輪車騒音

低減技術の動向についての実態調査等を行い、必要に応じ、同許容限度目標値の見直しを

検討する。またその場合には、実態調査等において得られた知見を UN-ECE/WP29 に展開す

る等国際基準の見直し活動に積極的に参画・貢献する。さらに、今後、四輪車の加速走行

騒音許容限度の見直しに関して検討を進めるに当たっては、UN-ECE/WP29 における次期規

制に向けた検討状況やスケジュールを踏まえ、我が国における自動車交通騒音の実態、規

制の有効性及び実施の可能性に配慮しつつ、国際基準への調和を図ることについて今後検

討すべきである。 

 

３．２ 二輪車走行騒音規制の見直し 

 二輪車の加速走行騒音許容限度の見直しに関して検討を進めるに当たっては、

UN-ECE/WP29 における次期規制に向けた検討状況やスケジュールを踏まえ、我が国におけ

る自動車交通騒音の実態、規制の有効性及び実施の可能性に配慮しつつ、国際基準への調

和を図ることについて今後検討すべきである。 

特に、第一種原動機付自転車については欧州では販売されていない車種区分のため、我

が国の実態を踏まえた規制の見直し検討を行うためには、我が国の検討状況等を情報提供

することが重要である。 

 

３．３ マフラー性能等確認制度の見直し 

 これまで実施してきた騒音実態及び普及状況等の調査の結果を踏まえ、純正マフラー、

交換用マフラー（性能等確認済、未認証）の比較・評価のために必要な検証等を行い、関



  
 

係省庁とも連携して必要に応じ同制度の見直しについて検討すべきである。 

 

３．４ タイヤ騒音規制の今後の検討課題 

 使用過程車等に対するタイヤ騒音規制の適用については、R117-02 適合タイヤの市場へ

の早期導入や代替を促す方策及びタイヤ騒音の情報を公開するタイヤ騒音ラベリングの方

策の更なる推進を進めるとともに、R117-02 適合タイヤの代替の進捗状況等を継続的に把

握しつつ、必要に応じて、使用過程車等に対するタイヤ騒音許容限度目標値の適用時期を

検討すべきである。また、今後、タイヤ騒音規制の見直しに関して検討を進めるに当たっ

ては、UN-ECE/WP29 における次期規制に向けた検討状況やスケジュールを踏まえ、我が国

における自動車交通騒音の実態、規制の有効性及び実施の可能性に配慮しつつ、国際基準

への調和を図ることについて検討すべきである。 
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　　　　8.平成26規制のPMR(Power to Mass Ratio)の算出方法は、PMR=最高出力(kW)/(車両重量(kg)+75kg)×1000。

側
車
付
二
輪
自
動
車
を
除
く

PMRが50を超えるもの

PMRが25を超え、50以下のもの

PMRが25以下のもの

    自動車騒音規制の経緯（中間～第二次答申）
加 速 走 行 騒 音

規　　制　　年

最高速度が
50km/hを
超えるもの

PMRが50を超えるもの

PMRが25以下のもの

車両区分

側車付二輪自動車

PMRが50を超
えるもの

PMRが25を超え、
50以下のもの

[平成26年]
73

PMRが25を超え、50以下のもの

PMRが25以下
のもの

71

第一種 [平成10年]65

  70

     [61年]
[平成10年]84

三輪以上のもの又は最高速度が50km/h以下のもの

95

二輪自動車
（側車付二輪
自動車を除
く）及び二輪
の原動機付
自転車
（50km/hを超
えるものに限
る）は平成26
年で廃止

85 85 新車と同一 新車と同一
使用過程

車
全　　　　　　車 85 85 85

(69.6)

原動機付
自転車

第二種原動機付自転車（総
排気量0.050ℓを超え、0.125
ℓ以下のもの）及び第一種原
動機付自転車（総排気量
0.050ℓ以下のもの）

第二種

80  [51年]  [59年]

70

82

79

 [51年]

75 72

 [61年]

  74 99

 [51年]  [60年]

83

 [51年]

78 75

 [62年]

[平成10年]

二輪自動
車

二輪の小型自動車（総排気
量0.250ℓを超えるもの）及び
二輪の軽自動車（総排気量
0.125ℓを超え、0.250ℓ以下
のもの）

小型
平成26年
で廃止二
輪自動車
（側車付
二輪自動
車を除く）
及び二輪
の原動機
付自転車
（50km/h
を超える
ものに限
る）は平
成26年で
廃止

74

86

軽

73

84

76

乗車定員６人以下

  《△7》《△3》

[平成10年]      [52年] 　　［57年］

84

[平成11年]

72 103 82 78

81

全輪駆動車

74

乗用車
専ら乗用の用に
供する乗車定員
10人以下のもの

乗車定員６人超

70
(74.0)

70 81

　バス [平成12年]      [51年]

76

軽自動車
[平成12年]

ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ

[平成11年]      [52年]

85

105 98
　トラック

小型車
車両総重量が3.5
ﾄﾝ以下のもの

軽自動車
以外

74
(78.0)

[平成12年]

[平成11年]

[平成13年]

81

　バス
[平成10年]

[平成10年]
     [51年]

[59年]

80

[平成13年]

92 83 [60年]

85

[61年]

8687 83

74

　　［58年］

103 97 83

78

[平成13年]

82

[平成13年]
107 [平成13年]

車両総重量が3.5
ﾄﾝを超え、原動
機の最高出力が
150ｷﾛﾜｯﾄ以下の
もの

86

全輪駆動車
78.0
(82.0)

[平成13年]
[平成13年]

トラック 89

89

57～62年規制 平成10～13年規制
平成26年規制

大型車

車両総重量が3.5
ﾄﾝを超え、原動
機の最高出力が
150ｷﾛﾜｯﾄを超え
るもの

全輪駆動車、トラクタ
及びクレーン車

85

80
(84.0)

中型車

46年規制 61～元年規制 平成10～13年規制 46年規制 51･52 年規制 54年規制

自動車の種別

定 常 走 行 騒 音 排気騒音 近 接 排 気 騒 音

規　　制　　年 規　　制　　年

27年規制 46年規制 平成10～13年規制 27年規制

YAMAMO126
テキストボックス
５．自動車騒音規制の経緯



フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3

81 79

《△1》 《△2》

79 77

《△2》 《△2》

77 76

《△2》 《△1》

76 75

《△2》 《△1》

75 74

《△2》 《△1》

73 71

《△1》 《△2》

71 69

《△1》 《△2》

78 77

《△2》 《△1》

77 76

《△1》 《△1》

74 73

《△2》 《△1》

74 72

《△1》 《△2》

73 72

《△2》 《△1》

72 71

《△2》 《△1》

70 69

《△2》 《△1》

《△2》 《△2》

[平成10年]

[平成13年] [平成13年] [平成13年]

[平成12年] [平成12年] [平成12年]

[平成12年] [平成12年] [平成12年]

[平成11年] [平成11年] [平成11年]

77

74

77

74

73

77

74

73

65 [平成10年] 84 [平成10年] 84 [平成10年] 71

　（注）1.［　］内は、規制年を示す。

　　　　2.側車付二輪自動車の欄中（　）内の数値は、検査対象外軽二輪の規制値及び規制年を示す。

　　　　3.加速走行騒音の平成28年規制の《　》内は、旧規制値からの削減量を示す。

　　　　4.〈　〉内は、リヤエンジン車を示す。

　　　　5.近接排気騒音の規制値の欄中、使用過程車についての「新車と同一」とは、車種ごとに新車時に適用された数値と同じ数値が、その車が使用過程に入った段階においても適用されることを示す。

　　　　6.近接排気騒音の規制値の欄中、使用過程車についての「新車と同等」とは、車種ごとに新車時の測定値からプラス5dBまで許容する相対値規制を適用されることを示す。

　　　　7.自動車の種別の欄中PMR(Power to Mass Ratio)の算出方法は、PMR=最高出力(kW)/(車両重量(kg)+75kg)×1000。
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び二輪自動車を除く。）

ＰＭＲが200を超え、乗車定員4人以下、かつ、Ｒポイント
の地上高さが450ミリメートル未満のもの

75

ＰＭＲが120以下のもの 72

75

技術的最大許容質量が2.5トンを超え、3.5トン以下のも
の

74

技術的最大許容質量が2.5トン以下のもの 72

最高出力が150キロワット以下のもの 76

技術的最大許容
質量が3.5トンを
超え、5トン以下の
もの

最高出力が135キロワットを超えるも
の

最高出力が135キロワット以下のもの

自動車の種別

定 常 走 行 騒 音 近 接 排 気 騒 音

81

最高出力が150キロワット以下のもの 79

普通自動車、小型自動車及び軽自
動車（いずれも専ら乗用の用に供す
る自動車並びに三輪自動車及び二
輪自動車を除く。）

技術的最大許容
質量が12トンを超
えるもの

最高出力が250キロワットを超えるも
の

82

最高出力が150キロワットを超え、250
キロワット以下のもの

技術的最大許容
質量が3.5トンを
超え、12トン以下
のもの

最高出力が135キロワットを超えるも
の

78

最高出力が135キロワット以下のもの 77

75

加 速 走 行 騒 音

規　　制　　年 規　　制　　年 規　　制　　年

平成10～13年規制 平成10～26年規制 平成28年規制
平成28年規制

78

《△1》

73

71

《△2》

70

《△2》



国際連合（ＵＮ）

欧州経済委員会（ＵＮ／ＥＣＥ）
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出
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火
器
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）

自動車基準調和世界フォーラム（ＷＰ29）

・ 国連の欧州経済委員会には自動車基準の国際的な統一を図る組織として、自動車基準調和世
界フォーラム（ＷＰ29）が設置されている。ＷＰ29には６つの基準の分野ごとに専門家会合がおか
れている。ＷＰ29では、1958年協定、1998年協定に基づく車両の構造に関する規則の制定・改訂
作業を行うとともに、それぞれの協定の管理・運営を行っている。
・ 専門家会合の１つであるGRBPにおいては、自動車騒音及びタイヤに関する基準調和について
の検討が実施されている。

○車両等の型式認定相互承認協定
（1958年協定）

・ＵＳ非加盟
・基準調和＋相互承認
・日欧の他、豪州、韓国等61か国、１地域が加入

○車両等の世界的（グローバル）技術規則協定
（1998年協定）

・ＵＳ加盟
・基準調和のみ
・日米欧の他、中国、韓国、カナダ等38か国、１地域が加入

※2025年２月時点

６．自動車の国際基準調和


